
大樹町南通１丁目分譲地（令和５年度分譲地）売払要領 

 

１ 分譲地概要 

  所 在 地  広尾郡大樹町南通１丁目７番地２・３・４・５・6・7 

  区 画 数  ６区画 

  分譲価格  別表のとおり 

 

２ 設備の概要 

  上下水道  完備（住宅への引込部分は自己負担） 

 

３ 分譲条件 

  大樹町在住又は居住希望の個人で、土地引渡し後５年以内に自己が居住する住宅を建築し住 

  まれる方。１人１区画のみ購入可能。 

 

４ 売買契約の締結及び売買代金の納付 

  買受人決定後、速やかに土地売買契約を締結する。契約書に必要な費用（収入印紙）は買受 

人の負担とする。 

売買代金については、売買契約締結後、３０日以内に全額を納付する。 

 

５ 土地の引き渡し日 

  引渡しが可能となった時点で別途通知する。 

 

６ 土地の所有権移転 

  所有権移転登記については、売買代金納付確認後に町で行う。登記に要する費用（収入印紙）

は買受人の負担とする。 

所有権移転登記の際には、５年間の買戻し特約登記を付し、土地引渡し後５年以内に自己が居

住する住宅を建築しなかった場合は、町が買い戻す。 

 

７ 申込方法 

  申込期間  令和５年１１月１日から１１月３０日まで 

  申 込 先  総務課管財契約係 

  申込方法  別紙申込書による。 

        大樹町内外を問わず、１世帯１区画とし、不動産業者は対象外とします。  

       ※ 期間内に申し込みがなかった区画については、以後、先着順で決定する。 

 

８ 問合せ先 

  大樹町役場 総務課管財契約係  電話：０１５５８－６－２１１１ 

 

 



◆分譲地位置図 

 
 
           【分  譲  価  格】 

地    番 面    積 分 譲 価 格 

①南通 1 丁目 7-2（北） 324.97 ㎡（98.47 坪） 2,599,000 円 

②南通１丁目 7-4（北） 324.95 ㎡（98.46 坪） 2,599,000 円 

③南通１丁目 7-6（北） 324.95 ㎡（98.46 坪） 2,599,000 円 

④南通１丁目 7-3（南） 324.95 ㎡（98.46 坪） 2,737,000 円 

⑤南通１丁目 7-5（南） 324.94 ㎡（98.46 坪） 2,737,000 円 

⑥南通１丁目 7-7（南） 324.95 ㎡（98.46 坪） 2,737,000 円 

 
【分譲区画図】 

       

分譲地 

問合せ先：大樹町役場総務課管財契約係 

  電話：６－２１１１（内線２０２） 
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